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〇●総務部会報告・提案       
 

●自治会サークルの集会所利用料に関する件 

9 月１５日自治会と総務部会理事が打ち合わせを

行いました。自治会から改めて当初の申し入れの

内容を含めた説明を頂き、管理組合の考え方を伝

える場としました。 

・現状のサークルの活動から集会所使用状況の予測

及び料金について試算した結果、年間利用料総額

は約 114,000円となります。 

 但し「公園ヨガ」は暑い日、寒い日、雨天時のみ

の利用となっていますが最大値を想定しました。 

＊有料施設使用細則 （使用料の額）第 3条第２項 

 使用料の額は、総会の 1/2以上の議決により決定

する。なお、理事長が特に必要と認めた場合は、

理事会の承認を得て利用料を減額または免除する

ことが出来る。 

 

＊総務部会提案 

・自治会サークル集会所利用料の時間料金を 50％ 

 減額する。 

・1日の使用時間の限度を 3時間以内とする。 

・集会所の利用に関しては自治会事務局へ申込み、

自治会事務局から組合事務局へ予約（申込み）を

行なう。 

・本提案内容で承認頂ければ明文化し、再度自治会

と打ち合わせを行い、11月度から適用する。 

・本内容を逸脱しない限り一任頂き、結果報告とし

たい。 

 

 

 

 

＊審議の結果、提案内容が承認されましたので、実施

に向け、再度自治会との協議を行います。 

  

●団地再生委員会報告             

・10月の土曜市は 10月 20日（土）に開催します。 

＊準備が整い次第放送でお知らせします。 

・「50周年へ向けて団地のこれからを語ろう」 

 第 1 回イベントとして稲毛海岸 3 丁目団地管理組

合の久保田理事長をお招きし、お話を伺います。 

 「環境管理と住民コミュニケーションに力を 

入れながら『80年団地』を目指す現状と経緯」 

 日時 10月 20日（土）14時～ 

 場所 第一集会所 ＡＢ室 

 理事会、自治会四役、常任委員会、睦、たすけあい

に呼びかけ、住民には階段掲示でお知らせします。 

 

・明海大学演習協力について 

 学生による団地見学会が行われます。 

 日時 10月 28日（日） 9時～1２時 

場所 共有地、共用部分、一部住戸内見学も行いま

すが委員宅に限ります。 

・理事会あてに池広場の現状と今後について文書で

の回答をお願いしました。後日報告されます。 

・「秋のお散歩」について 

 11月に 1～15棟側を予定しています。 

 

・次回の再生委員会は 10 月 20日に開催します。 
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提案 

 

 

●自動車保険更新について  ＊承認されました。 

・今回は新車を購入した事、運転者が特定されな

い事等を考慮した契約としたい。 

・特に新車なので車両保険を厚くすることを提案し

ます。 契約 10月 9日とする。 

・車両全損諸費用倍額特約付き 90,080円 

 

●規約・細則改正検討委員会について 

・選挙細則改正後の再開について部会内で協議した

結果、今は大規模改修の委員会が重要なので、規

約改正に関する委員会はしばらく休会するとし

て、意見を求めました。 

個人情報保護法等必要なものはピックアップして 

検討したら良いのではという意見が出ました。 

 

●その他 

・第 2回団地・マンションリノベーション総合展の

中で日住協による「築 50 年の団地３管理組合に

よるパネルディスカッション」が予定され、当組

合に依頼がありました。事前に代表理事が日住協 

 理事と面談しましたが、再度依頼内容の確認等を

行い返事することになりました。 

＊後日代表理事の出席は断りました。 

・中長期修繕工事関係契約後について 

 協和建築設計事務所との窓口、調査人服装（ビブ

ス等）調査日程など住民へのお知らせまたは説明

会開催が必要です。 

また、理事会へ以前に報告した対応組織の採用可

否をどうするか検討する必要もありますが、今回

検討までに至りませんでした。 

・千葉大学都市計画研究室の学生が「ショッピング

センター広場での実証実験」のために池広場利用

とアンケート配布の依頼があり、許可されました。 

実施日 10月１６、１９、２０、２１、２７日。 

アンケートも含め、全て本人の責任で行います。 

 

 

 

 

●●管理部会報告・提案          

●8月度外来駐車場運用報告  

 利用料     委託料     

108,000円―32,400円＝75,600円 

75,600円÷2＝37,800 円  組合運用益 

      ＊デイパークへ支払い 70,200円      

 

●9月作業報告  

・駐輪場未登録自転車・オートバイのチェック 

  9月 8日（土） 100台   理事 6名 

・駐輪場未登録自転車・オートバイの回収 

  9月 29日（土） 9：00～ 理事 10名 

           作業員 3名 計 13名 

     レンタカー代金（1台） 10,476円 

・第二集会所用 机、椅子納入 9月 10日 

      （支払先 千葉測器  249,912円） 

・管理事務所 ガス給湯器更新   9月 4日 

（支払先 東京ガスライフバル千葉 46,000円） 

・第一集会所ガステーブル購入 9月 11日 

（支払先 泉州燃料 17,000円） 

・テニスコート旧外来駐車場 看板撤去 

（支払先 自治会 25,000円） 

●10月作業予定  

・池周辺防犯カメラ（スリーディ） 

追加カメラ保守点検料   19,300円／年 

  平成 30年 10月 1日契約 

・未登録自転車処分   10月末予定 ＊43台 

・管理事務所 2階事務所  ドアシリンダー交換 

（支払先 丸三 23,166円） 

・第一集会所横エアコン室外機を窓側（事務所側） 

 に移設。避難通路として 1ｍ以上の幅が必要。 

(業者 秋元電器 54,000 円 10月 15日完了) 

 ＊審議の結果、承認されました。 

避難通路 2 ルート確保のため、窓側手摺を一部

撤去し新規通路の設置を検討しています。 

・駐車場区分線引き工事が再提出されましたが、現

在の路面状況では焼き付けの効果が疑問視され

ることや大規模修繕時に実施したらどうかとい

う意見等が出て、取り下げとなりました。 

 但しレンガ通りの車止め取り付けは実施します。 

 

●その他 

・発電機点検 10月 6日（土） 

・11月作業予定 第 2駐車場の笹竹・雑草の草刈 
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〇●営繕部会報告・提案          
 

●9月・10月作業報告と予定 

・芝刈り 9月 5日～10月５日 完了しました。 

            （ひつじ屋） 

・大規模修繕７年目点検不良箇所の修理 

階段爆裂修理防水工事 1５～１７棟（２２ヶ所） 

              8月27日～9月4日 

階段亀裂修理防水工事 1９～２２棟（４３ヶ所） 

              10月9日～10月26日 

階段爆裂修理防水工事  １～１４棟（２１ヶ所） 

            9月 3日～10月１０日 

              （施工業者 ユーア） 

・戸別雑排水管高圧洗浄 台所・風呂場・洗面所・

洗濯排水管    全戸実施 (房総メンテナンス) 

      9月 27日（木）～10月２４日（水） 

・汚水竪管清掃     

 6～２０棟の 42階段を今年度実施しました。 

9月 27日（木）～10月１７日（水） 

＊不在宅があり何ヶ所か実施できませんでした。 

これ以外の棟は次年度に実施する予定です。 

＊留守宅鍵預かり・開扉・閉扉等 営繕部会作業 

（理事作業費対応） 

緊急作業 23棟第 2階段  

汚水竪管排水不良調査 81,600円 

・砂場の砂補充（川砂） 3棟、7棟、21棟。 

（ひつじ屋 108,000円） 

・2 棟横に東屋設置を計画しましたが部会で再検討

の結果、見送りとしました。現状のパーゴラは老

朽化しているので修繕することにしました。 

 鉄棒は 3 棟横、21 棟南側に設置する方向で進め

ていきます。＊見積書提出に不備があったので継

続審議となりました。 

 

●池周辺工事の件について 

・工事について前回公募に参加した業者４社に対

し、工事面積測量を含む責任施工の見積を再度依

頼するという先月と同じ内容の提案がされまし

た。問題のある業者を含むのはおかしい等の意見

もあり、審議の結果継続審議となりました。 

 

●その他 

市道から小学校へ通じる道路脇東京ガスの埋設管

の補修終了後、歩道部分が裸地になっているので

整地し崖側に灌木を植え、歩行部分は砕石を敷く 

こと等を検討し、見積もり取得中です。 

 

車道は小学校が利用していて傷みも激しいので、

教育委員会に補修を申し入れました。 

9月 18日（火）教育委員会から 3名来所し現地

点検の結果、それほどの傷みでは無いとのことで

補修は見送りになりました。 

 

●来訪者（大規模修繕工事関係） 

・協和建築設計事務所 9月 19日（水） 

     藤井代表取締役、島田営業次長、池田氏 

           9月 27日（木）2名 

●研修セミナー等 

・緑化推進協議会主催 視察研修会 

 9月 27日（木）調布市神代植物園 

営繕部会員 5名参加 

・緑化推進協議会主催 園芸講習会 

10 月 28 日（日） 三陽メディアフラワーミュ

ージアム（旧花の美術館）階段掲示で案内済み。 

 

●協和建築設計事務所との業務委託契約について 

・9 月 12 日付で 9 月 19 日に業務委託調印の

文書が理事、監事宛てに提示。当日大東理事長

と理事 9名が出席。契約書の内容が理事会で承

認されていないとの意見が出てこの日の調印

は不調に終わりました。 

・9 月 20 日付で 9 月 25 日に業務委託契約を

締結するという文書が理事・監事宛てに提示。

（業務期間の 9 月 19 日は 25 日に置き換え

ると記載） 

・実際には 9 月 27 日に大東理事長の都合で小

嶋監事が同席し、業務委託契約を締結したこと

が後日判明しました。 

 

 

 

① ５日(金)芝刈り（2回目）完了しています。 

②１９日(金)樹木チェック１４時～ （東邦レオ） 

③２０日(土)土曜市・団地再生委員会  

「稲毛海岸３丁目団地久保田理事長のお話を聞く会」

１４時～１７時 （第一集会所 AB 室） 

④２８日(日) ９時～明海大学演習協力（団地内見学） 

 

●移動交番車(池周辺広場にて) 

  ４日(木)（14時～15時 30分）実施済です。 

 １８日(木)（14時～15時 30分）実施済です。 

        ※女性警察官も同行しています。

お気軽にご相談ください。 
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●●９月度管理事務所日報の抜粋    
 

➊今回の雑排水管清掃は５階のベランダからします

か？ 昔は行っていましたが最近は無いようです。

臭いがするので行って欲しいのですが。 

☛ベランダからは実施しませんが台所から高圧洗浄

ノズルを伸ばして竪管の洗浄を行うのでベランダ

の清掃口からノズルを入れて清掃するのと効果は

同じですと説明しました。 

 

➋今年の雑排水管清掃で洗濯機防水パンは行います

か。また、浴室排水口のサビが酷いのですが共用竪

管は塩ビ管などに交換していますか。 

 交換が済んでいるならヨコ管や排水口も塩ビなど

で修理しようと思うが如何でしょうか。 

☛防水パンは昨年同様実施します。共用排水管は交換

していません。更新・更生工事の予定は現在決まっ

ていません。 

 

➌ 洗濯機防水パンをこれから設置したいので、毎年

行う排水管清掃をしていただくための注意事項は

ありますか。 

☛洗濯機の下から手を入れて防水パンのトラップが

外せる程度の隙間が必要となりますので設置業者

に相談してくださいとお話ししました。 

 

➍１０棟車返しに業者の車が駐車していて他の利用

者の車が方向転換出来ないと連絡を受けましした。 

☛現場を確認したところリフォーム業者の車両でし

た。その場で業者に車返しのスペースには駐車しな

いように注意しました。元請業者にも電話をして違

反のないよう工事車両等の管理の徹底をお願いし

ました。 
 
 
 ●事務局からのお知らせ       

 

10月の日曜開所日 

 日時 10月 2８日(日)   9時～12時まで 

 組合管理費、中長期修繕積立金、駐車場利用料のお

支払いを承ります。 

また転出・転入手続き、集会所利用申し込みも承り

ます。お気軽にお立ち寄りください。 

 

＊トイレ掃除用ペーパーは当集合住宅では流せませ

ん。イレ詰まりの大きな原因となっていますので、 

流さないようにしましょう。 

 

 

 

 

 

➎自転車の登録チェックについて、登録シールは貼

ってありましたが、自転車の向きを逆にしていた

ので見落としたのではないかと思われます。よく

確認してください。 

☛お詫びし、担当理事に伝えますとお話ししました。 
 

➏９月９日夜９時３０分頃、せんげん広場で火が燃

えていた。と近隣住民より連絡がありました。 

きちんと管理してくださいと苦情がありました。 

☛当日の利用者に確認したところ焚火をしたとのこ

とでした。利用規則(焚火は厳禁)を厳守して利用

してくださいと伝えました。 
 

➐９月１１日夜の雨でベランダの排水が悪く雨水

が上がってきましたので、深夜の１１時頃に１階

南面の雨水管の非常用ゴム栓を抜きました。 

詰りを早く直してください。 

☛9 月 12 日房総メンテナンスに営繕部会より対応

を依頼しました、木の根が大量に詰まっており、空

き缶も１個出てきました。 

 費用は 135,000円(税込)掛かりました。 
 

➑誠幸警備 駐車違反取締報告 

 9月７日４台 １０日３台 １５日５台 

１９日１台 24日 2 台 28日 2台  計 18台 

➒漏水件数３件 階段灯切れ０件  

駐輪灯・門灯切れ２件  NTT東日本工事３件 
 
●●平成 30年度 第 47回総会総括                 

1号議案～8号議案については全てご承認を頂きま

した。会計報告の中で監事より疑念事項の発言があ

りました。予算の計上や、質問事項に対して今後の

運営の中で解決するようにしていきます。 

理事長が議長を務め質問の整理答弁に会場から不

満が上り混乱を招きました事をお詫びいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
編集を終えて一言 

 
毎月第一日曜日原則９時から定例理事会が 

開かれます。大事な議案が「理事会で承認され

ました」この文言の重みを役員は感じているの

だろうか。2020 年に行われる大規模修繕工事

は今どの様に議論されているのか、遅れに遅れ

ている池周辺整備工事は何故こんなに遅れてい

るのか、疑問を感じませんか？皆様の目で、耳 

で会議の生の姿を仲間や友達、サークルのメン

バーと是非傍聴席で体験してください 

傍聴の申請は事務所で承ります。 

     

八 木 

 


